
下記（１）又は（２）の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者（当該外国人を雇用又
は事業・興行のために招へいする企業・団体等）が、厚生労働省の入国者健康確認システム（ＥＲＦＳ）における所定の申
請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
（１）商用・就労等の目的の短期間の滞在（３月以下）の新規入国
（２）長期間の滞在の新規入国

→ 〇本措置は、令和４年３月１日午前０時（日本時間）以降に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記申請が
完了した者が対象

〇詳細や利用方法等については、厚生労働省ホームページ（外国人の新規入国制限の見直しについて） を参照

（１）上陸拒否の対象地域からの入国

上陸申請日前１４日以内に１６２の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を

拒否

（詳細については「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」を参照）

〇「特段の事情」については、オミクロン株の発生を受け、厳格化して運用していくこととしており、入国・再入国を

許可する具体的な例は、次のとおり

①再入国許可（みなし再入国許可を含む。）による再入国

②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者（「公用」については、必要性・緊急性が高いもの）

④入国目的に高い公益性が認められる者（特に必要性・緊急性が高いもの）

※例えば、ワクチン開発の技術者 等

⑤その他人道上、真に配慮の必要性がある場合

（２）上陸拒否の対象地域以外からの入国

上記（１）の措置に併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様

の事情がある者についてのみ査証発給

※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要
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出入国在留管理庁新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び
「外国人の新規入国制限の見直し」（概要）(令和４年２月２４日現在)

１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

2 外国人の新規入国制限の見直しの概要（水際対策強化に係る新たな措置（２７））

日本に入国する際の各種防疫措置については、こちらの厚生労働省のホームページを参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
（見え消し）01-1 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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